
（
参
考
）
関
係
法
令
抜
粋

■
介

護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二

十
三
号
）

（
住
所
地

特
例

対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
中
の

被
保
険
者
の
特
例
）

第
十
三

条
次

に
掲

げ
る
施
設
（
以
下
「
住
所
地
特

例
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
又
は
入
居
（
以
下

「
入
所

等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
に
よ
り
当

該
住

所
地
特

例
対

象
施
設

の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
施

設
に
入
所

す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

施
設

の
所
在
す
る
場

所
に
住

所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
老
人

福
祉
法
第
十
一

条
第

一
項

第
一

号
の

規
定

に
よ
る
入

所
措

置
が
と
ら
れ

た
者

に
限

る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
住
所
地
特
例
対
象
被

保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当

該
住

所
地

特
例
対
象

施
設

に
入
所
等
を
し
た
際
他

の
市
町
村
（当

該
住
所
地

特
例
対
象
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村

を
い
う
。
）
の

区
域

内
に
住

所
を
有

し
て
い
た
と

認
め
ら
れ
る
も
の

は
、
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
他
の
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の

被
保

険
者

と
す
る
。
た
だ
し
、
二
以
上
の

住
所

地
特

例
対
象
施

設
に
継

続
し
て
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
現
に
入
所
等

を
し
て
い
る
住
所

地
特

例
対

象
施

設
（
以
下

こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
現
入
所
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
等
を
す
る
直
前
に
入
所
等
を
し
て
い
た
住
所

地
特

例
対

象
施

設
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
「
直
前

入
所

施
設
」
と
い
う
。
）及

び
現
入
所
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
所
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
直
前
入
所

施
設

及
び
現

入
所

施
設

の
そ
れ

ぞ
れ
の
所

在
す
る
場

所
に
順

次
住

所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
継
続
入
所
被
保
険

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
こ
の

限
り
で
な

い
。

一
介
護

保
険

施
設

二
特
定

施
設

三
老
人

福
祉

法
第

二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム

２
～
３

（
略
）

3
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和 35 年法律第 145 号）（抄）

(薬局の管理) 

第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八

条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条

第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八

条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条にお

いて同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならな

い。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のう

ちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限

りでない。 

２ 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に

従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理さ

せなければならない。 

３ 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含

む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の

管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、そ

の薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 

○昭和 36 年２月８日付け薬発第 44 号厚生省薬務局長通知「薬事法

の施行について」（抄）

第三  薬局に関する事項  

３  法第八条（※）の管理に関する規定は、開局中は常時直接管理

の状態にあることを原則とし、いわゆる名義貸し等の事態を強く

禁止する趣旨であること。そのため、たとえば管理薬剤師がその

地位を離れた場合に本人からその旨を届け出させるよう指導する

ことその他適当な措置を講ぜられたい。  

法第八条（※）第三項の許可は、薬局の管理者が非常勤の学校

薬剤師を兼ねる場合等であつて薬局の管理者としての義務を遂行

するにあたつて支障を生ずることがないと認められるときにのみ

与えることができるものであること。  

※ 現在の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七条 

重点番号25：へき地における管理薬剤師の兼務許可要件の見直し（厚生労働省）
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（問
題
意
識
）

処
方
箋
受
取
率
が
７
０
％
を
超
え
て
医
薬
分
業
が
進
展
す
る
一
方
で
、
患
者
が
医
薬
分
業
の
利
益
を
実
感

で
き
て
い
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
平
成
２
７
年
に
「患
者
の
た
め
の
薬
局
ビ
ジ
ョ
ン
」を
策
定
し
、
か
か
り
つ
け

薬
剤
師
・薬
局
を
推
進
し
て
い
る
が
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・薬
局
が
医
療
・

介
護
の
一
翼
を
担
い
、
地
域
の
住
民
・患
者
が
、
品
質
の
確
保
さ
れ
た
医
薬
品
を
安
全
か
つ
有
効
に
使
用
で

き
る
よ
う
な
取
組
の
強
化
及
び
体
制
作
り
が
一
層
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
個
人
輸
入
の
増
加
な
ど
医
薬
品
等
の
流
通
を
め
ぐ
る
状
況
を
踏
ま
え
、
国
民

の
入
手
す
る
医
薬
品
の
安
全
性
確
保
の
た
め
に
取
組
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（検
討
視
点
（例
））

・
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
薬
局
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
整
理
し
、
よ
り
国
民
・患
者
が
利
益
を
享
受

で
き
る
よ
う
な
医
薬
分
業
及
び
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・薬
局
の
推
進

・
離
島
・過
疎
地
等
に
お
い
て
医
薬
品
等
を
安
全
か
つ
確
実
に
提
供
す
る
観
点
か
ら
、
国
家
戦
略
特
区
の
実
証

を
踏
ま
え
た
遠
隔
服
薬
指
導
な
ど
ＩＣ
Ｔ
技
術
の
活
用
を
含
め
た
方
策
の
検
討

・個
人
輸
入
に
関
す
る
仕
組
み
の
法
令
上
の
位
置
づ
け
の
明
確
化

等

テ
ー
マ
③
薬
局
・
薬
剤
師
の
あ
り
方
・
医
薬
品
の
安
全
な
入
手

平
成
3
0
年
４
月
1
1
日
第
１
回

医
薬
品
医
療
機
器
制
度
部
会

資
料
１
－
１
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国
民
健
康
保
険
の
各
種
申
請
書
に
お
け
る
マ
イナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
つ
い
て
（
現
状
）

○
国

民
健

康
保

険
制
度
に
係
る
事
務
は
、
番
号
法
の
別
表
第
１
に
規
定
す
る
事
務
で
あ
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
活

用
し
て
、
被

保
険

者
の

情
報

を
管

理
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
保
則
に
規
定
す
る
以
下
の
手
続
き
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載

を
義
務

化
し
、

被
保

険
者

か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
し
て
い
る
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
を
義
務
化
し
て
い
る
申
請
手
続

・
資
格
取
得
の
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第
２
条
第
１
項
関
係
）

・
同
一
の
都
道
府

県
内
の
他
の
市
町
村
の
区
域
内
か
ら
住
所
を
変
更
し
た
者
に
関
す
る

届
出

（
国
保

則
第

４
条

第
１

項
関

係
）

・
住
所
地
特
例
に

関
す
る
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第
５
条
第
１
項
、
第
５
条
の
２
第
１
項

及
び
第
５

条
の

４
第

１
項

関
係

）
・

特
別
の
事
情
に

関
す
る
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第
５
条
の
８
第
１
項
、
第
28
条
第
９
項

及
び

第
32
条
の

３
関

係
）

・
原
爆
一
般
疾
病

医
療
費
の
支
給
等
に
関
す
る
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第
５
条
の
９
第
１

項
及

び
第

２
項

関
係
）

・
被
保
険
者
証
の

再
交
付
の
申
請
に
係
る
申
請
書

（
国
保
則
第
７
条
第
１
項
関
係
）

・
高
齢
受
給
者
証

の
再
交
付
の
申
請
に
係
る

申
請
書

（
国
保
則
第
７
条
の
４
第
４
項
関
係
）

・
被
保
険
者
の
氏

名
変
更
の
届
出
に
係
る
届
書

（
国
保
則
第
８
条
関
係
）

・
被
保
険
者
の
世

帯
変
更
の
届
出
に
係
る
届
書

（
国
保
則
第
９
条
関
係
）

・
世
帯
主
の
住
所

変
更
の
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第

1
0条

関
係
）

・
世
帯
主
の
変
更

の
届
出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第

1
0条

の
２
第
１
項
関
係
）

・
基
準
収
入
額
に

よ
る
判
定
に
係
る
申
請
書

（
国
保
則
第

2
4条

の
３
関
係
）

・
食
事
療
養
標
準

負
担
額
減
額
認
定
申
請
書

（
国
保
則
第

2
6条

の
３
第
１
項
関
係
）

・
食
事
療
養
標
準

負
担
額
の
減
額
に
関
す
る
特
例
の
申
請
に
係
る

申
請
書

（
国
保
則
第
26
条
の

５
第

２
項

関
係

）
・

生
活
療
養
標
準

負
担
額
減
額
認
定
申
請
書

（
国
保
則
第

2
6条

の
６
の
４
第
１
項
関
係
）

・
特
別
療
養
費
支

給
申
請
書

（
国
保
則
第

2
7条

の
５
第
１
項
関
係
）

・
移
送
費
支
給
申

請
書

（
国
保
則
第

2
7条

の
11
第
１
項
関
係
）

・
特
定
疾
病
給
付

対
象
療
養
に
係
る
市
町
村
又
は
組
合

の
認
定
の
申
請
に
係
る
申
請
書

（
国
保

則
第

2
7条

の
12
の
２

第
１

項
関

係
）

・
特
定
疾
病
認
定

申
請
書

（
国
保
則
第

27
条
の
1
3第

１
項
関
係
）

・
限
度
額
適
用
の

認
定
に
係
る
申
請
書

（
国
保
則
第

2
7条

の
14
の
２
第
１
項
関
係
）

・
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減

の
認
定
に
係
る

申
請
書

（
国
保
則
第
27
条
の
1
4の

４
第
１
項

関
係

）
・

高
額
療
養
費
支

給
申
請
書

（
国
保
則
第

2
7条

の
16
第
１
項
及
び
第

2
7条

の
17
の
２
第
１

項
関

係
）

・
高
額
介
護
合
算

療
養
費
支
給
申
請
書

（
国
保
則
第

2
7条

の
26
第
１
項
及
び
第

2
7条

の
27
第
１

項
関

係
）

・
特
別
療
養
給
付

申
請
書

（
国
保
則
第
28
条
第
１
項
関
係
）

・
同
一

の
都

道
府

県
内
の
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
変
更
し
た
者
に
関
す
る
届
出

（
国

保
則

第
11
条
関

係
）

・
資
格
喪
失
の
届

出
に
係
る

届
書

（
国
保
則
第

1
2条

関
係
）
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重点番号28：再発行事務におけるマイナンバー記入の廃止（厚生労働省）
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